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ロータリーは機会の扉を開く 

 

四つのテスト 

Ⅰ．真実かどうか 

Ⅱ．みんなに公平か 

Ⅲ．好意と友情を深めるか 

Ⅳ．みんなのためになるかどうか 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

事務所 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 高槻阪急 6 階 

    TEL 072-683-1158  FAX 072-683-1174 

    URL  http://www.takatsukirc.org/ 

    E-mail takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30（9/9 は 12:30～13:10） 

例会場 高槻阪急 6 階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 井前憲司 幹事 内本繁 クラブ運営委員長 長山正剛 会報担当副委員長 坂野信一 
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高槻ロータリークラブ 

 

  
 

 ガバナー補佐訪問  

 

◎ ソング・・・四つのテスト 
◎ 卓話  赤羽 卓君 

「 私の履歴書 」 
卓話  香西 徳治君 
「 『論語』を学ぶ 」 

◎ 例会後の行事 
    クラブアッセンブリー 

（於：ホテルアベストグランデ高槻） 
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第 3216 回 本日（9/9）の例会 

 

 
 

◎ ソング・・・我等の生業 
◎ 卓話  浦中 郁文君 

「 お祭り 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3217 回 次週（9/16）の例会 

先週（9/2）の例会から 

◎ゲスト・ビジター            計 0 名 
 

◎出席報告 

会員数 出席者数 出席率 

50 名 39 名 100 ％ 

前々回例会補正後出席率  100 ％ 

但し、 Mup 0 名   欠席者 0 名 

出席規定摘用免除有資格者 2 名 

 

 

 

 

 

 

9月は基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 

 ◎会長の時間 

 今日は再びロータリーの歌について話をさせてい
ただきます。「奉仕の理想」は作詞前田和一郎さんによ
って作られましたが、当初の歌詞「世界に捧げん」が
「御国に捧げん」に変更されたことは前回お話しいた
しました。DG の村田さん（大阪商船社長）の圧力があ
りました。この歌が最初に歌われた 1935 年はどのよう
な年であったのか、もう少し調べてみました。激動す
る国内情勢にあって国の進路を巡り主戦派と国際派に
大きく分かれています。国際派は、アメリカが提案し
た軍縮と国力涵養を目的としたワシントン会議に賛同
する方で、良識ある人たち、例えば幣原喜重郎や財界
の重鎮渋沢栄一などです。貿易にしてもアメリカの日
本向けは 2％に対してその逆は 42％に達しており、け
んかをするなんてとんでもないという見方であった。
幣原も軍備縮小によって得られる資本は平和と進歩の
ために使うべきと考えていた。一方教科書にある軍艦
製造比は対英米 7 割を海軍が主張し 6 割に決したこと
に大いに不満を持つことになる。また、アメリカは 2
年後の 1924 年米国移民法を制定し日本人労働者を締
め出す動きを始めた。このことで論壇・国民は激高し
てしまい冷静な分析が出来なくなってしまった。また
世界恐慌のただ中、疲弊する農民を救うとして軍部右
翼がテロ活動を強めていく年でもあった。1932 年血盟
団事件と５・１５事件、1936 年には２・２６事件が発
生し自由な言論を暴力で封じる風潮が出てきた。1933
年国家社会党という右翼が執拗に RC に嫌がらせを仕
掛けてきたのもこうした世の中の動きを反映したもの
であった。疲弊した農民を救うという動きはそれ自身
正しいことです。立ち止まって自分の立ち位置を確認
する冷静さが必要です。1932 年のリットン調査団によ
る満州事変調査に対して軍部や新聞であおられた国民
は、日露戦争で我が祖先が血と汗で獲得した満蒙領土
を返還せよとは、けしからんと反対し、ついでは国際
連盟の理事国の地位もなげうって脱退してしまった。 

mailto:takatsuki.rc@bird.ocn.ne.jp
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後から振り返ってみれば、日露戦争では約 12 万人の戦
死者を出していますが、太平洋戦争に突入した間無し
のガダルカナル島の戦争では優秀な将兵 2 万人、その
後のニュ－ギニア島の戦争では戦病死 12万と戦の初戦
で早くも日露戦争の戦死者以上の死者を出していま
す。両島の戦はご存じの通り武器弾薬・食料のない戦
いでまともな戦いにはなっていませんでした。その後
の戦いでは、一般市民を巻き込んだ戦争に持ち込まれ
将兵 210万人一般市民 80万人が無駄死にすることにな
りました。また大阪商船の方は船舶運営会に統合され
ましたが、日本全体で 7,200 隻の船が潜水艦や艦載機・
機雷等で沈没しており、23 万人の人たちが犠牲になっ
てしまいました。世に中すべてで計算ずくではいかな
いかも知れませんが、明らかに国力の違う国、日本と
アメリカが戦争するという馬鹿げたことはあってはな
らないし、感情に流されてはいけないことだと思いま
す。歌詞を変えさせられた前田さんは、前にも言いま
したが京都 RC を抗議脱会しています。地区ガバナーの
村田さんもまさか 10 年もたたないうちに、会社のほと
んどの船と優秀な船員が海の藻屑になってしまうと
は、考えも及ばなかったのかも知れません。歌って高
揚感を覚えるのは、阪神タイガースの応援歌で充分で
す。 
 
 
◎幹事報告 

・9 月ロータリーレート 1 ドル：106 円 

・9/9(水)の例会はガバナー補佐訪問日となっており、
例会後にクラブアッセンブリーを開催致します。当
初桃谷樓での開催を予定しておりましたが、阿佐部
会員のご厚意によりホテルアベストグランデ高槻の
会場をお借り出来る事となりました。ご参加頂きま
す理事、役員、各委員会の副委員長の皆様は、例会
後ホテルアベストグランデ高槻 1 階の会場まで移動
して頂きますようお願い致します。各委員会の委員
長がご欠席される場合は、必ず副委員長にご出席頂
きます様お願い致します。 

【日  時】2020 年 9 月 9日(水)13：20～14：20 
【場  所】ホテルアベストグランデ高槻 1 階 
【持参頂く物 】2020-21 年度クラブ概況報告書 

 
 
◎委員会報告 
〇クラブ研修委員会          大角 敏子 
・今年度ロータリーの友をご紹介させていただく事と

なりました。私のような若輩者が先輩方が愛読され
いるロータリーの友を紹介することになり大変恐
縮しておりますが、ロータリーの頼まれたら断わら
ないの精神のもとお引き受け致しました。何分慣れ
ておりませんので、ご指摘を頂くことがあると思い
ますが、何卒宜しくお願い致します。今月は「基本
的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間」で
す。ロータリーの友 9 月号の推奨記事として、横書
きの記事からは P.17「『ロータリーの友』が国際ロ
ータリーの機関雑誌であるために」、P.35「連載コ
ミック ポール・ハリスとロータリー」、P.43「『日
本のロータリー100 周年』を一緒に祝おう！記念切
手 9 月 18 日発行決定！」をご紹介させていただき
ます。お時間のある時に、ぜひ読んでいただければ
と思います。宜しくお願い致します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇国際奉仕委員会           馬渕 晴彦 
・2020-21 年度地区国際奉仕委員会より、地区国際奉
仕委員会発刊の「ニュースレター第 1 号」が届いて
おります。今年度は年６回の発刊を予定されている
そうです。後方テーブルに置いておりますので、皆
様ご覧下さい。 

 
 
◎卓話  
 
「 相続に関するルールが大きく変わりました 」 
 

      羽根田 茂子 
 
 
 

 

 

 

民法は人と人の関係を規定した法律ですが、その民法
の中で相続に関する規定を相続法と言います。相続法は
昭和 55 年に改正されてから大きな改正は行われてきま
せんでしたが、高齢化の進展、家族関係の変化など社会
環境の変化に対応するため、約 40 年ぶりに大きな見直
しが行われました。本日は、相続法の大きく変わったと
ころを、説明させていただきます。 

 

1.自筆証書の遺言書の方式緩和 
わが国では遺言書の作成が諸外国に比べ大変遅れて

いる言われております。今回の改正で遺言書が大変書き
やすくなったと言えます。今までは遺言書と言えば、公
証人に作成してもらう公正証書遺言もしくは自筆で書
いておいておく自筆証書遺言が一般的でした。公正証書
遺言は今までと変わりありませんが、自筆証書遺言がか
なり使いやすくなりました。誰にどの財産を相続させる
という財産の目録の部分をパソコンで作成することが
可能になりました。又、預貯金でしたら通帳のコピーを
付けること、不動産の登記簿謄本を付けることも可能で
す。この財産の表示をする事は高齢の方とか、体の弱っ
た方にはかなり負担で遺言書の作成をあきらめる方も
いらっしゃいました。 
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3.預貯金の払戻制度の創設 
旧制度では亡くなった方の預貯金はすべてロックさ

れて相続人全員の同意が無いと使うことが出来ません
でした。其の為、葬式の費用とか入院時の病院の支払い
とかは相続人の誰かが立替払いをしなけれがならなか
ったのですが、改正後は一定の額については、一人から
預貯金を下すことが可能になりました。 
 

 

 

2.法務局における自筆遺言書の保管制度 
新しい制度で今年､令和 2年の 7月 10日から自筆で書

いた遺言書を法務局で保管してくれるようになりまし
た。保管費用は 3,900 円です。法務局は遺言書の内容を
まで確認してくれるものではありませんのでその点は
ご注意を。又、代理人が持参できず、必ず本人が出向く
必要があります。法務局で保管された遺言書は裁判所の
検認の手続きは必要ありません。 

 

 

  

4.遺留分制度の見直し 
例えば父親が亡くなって､子供がいるとします｡遺言

書で不動産を含むすべての財産を一人の子供に相続を
させた場合、何も貰えなかった子供は法律上の相続分の
半分を取り返すことが出来ます。この取り返す権利の割
合を遺留分と言います。遺留分があるために遺言書があ
りましてももめることがあります。遺留分を取り返す権
利は日本とアジアの国の 1 部にありますが他の国には
ありません。改正前は遺留分を請求されますと、不動産
の場合､共有名義になり権利関係が複雑になりましたが
改正後は遺留分を請求されましても、お金で支払うこと
が出来るようになりました。 

 

 

5.特別寄与の制度の創設 
例えば、同居している長男の嫁が長男亡き後も認知証

を患った義理の父親の面倒を看ていることがあります。 
この場合、父親が亡くなると、嫁には相続権がありませ
んので、実の子供に財産は全部行ってしまい面倒を看た
長男の嫁は、相続では何も貰えませんでした。これは不
公平ですので、嫁にも請求することが出来るようになり
ました。 

 

 

6.配偶者居住権の新設 
妻は夫が死亡した後､夫の所有の建物に住んでいた

場合､無償でその家に住むことが出来るようになりま
した。仲の悪い子供が自宅を相続した場合でも、残さ
れた妻は住み慣れた家を追い出されることがなくな
りました。 
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7.婚姻期間 20 年以上の夫婦間における居住不動産の贈
与等に関する優遇措置 
いわゆる夫婦間贈与で自宅を贈与した場合、遺産の前

渡しとして取り扱われておりましたが、今回の改正で贈
与を受けた財産は相続財産に組み入れなくてもよくな
りました。 

 

 

 

 

  

 

◎卓話  
 

「 障がい者就労支援事業について 」  
 

     長井 正樹 
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◎9/2 卓上花 
 
ワレモコウ 

 ······ 物思い・愛慕 
 
スプレーカーネーション 

 ······ あなたを愛しています 
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 ◎R 財団への寄付 
羽根田茂子君 ￥ 5,000- 井前 憲司君 ￥ 5,000-  
石田 佳弘君 ￥ 5,000- 西田 直弘君 ￥10,000- 
山口  誠君 ￥ 5,000-  

 
本日の合計  ￥   30,000- 

          7/1 よりの累計  ￥  245,000-     
        年次基金会員より   ￥  245,000- 
         ポリオプラス会員より  ￥        0- 
           一人当たり平均   ＄    46.23 
 
◎米山奨学会への寄付 

井前 憲司君 ￥ 5,000- 西田 直弘君 ￥10,000-  
 

本日の合計  ￥   15,000- 
          7/1 よりの累計  ￥  222,500-      
                会員より  ￥  100,000-      
               ｸﾗﾌﾞより    ￥ 122,500-      
                  一人当たり平均   ￥   4,450-     
 
◎青少年育成基金への寄付 

井前 憲司君 ￥ 5,000- 山口  誠君 ￥ 5,000-  
 

本日の合計  ￥   10,000-      
7/1 よりの累計  ￥  55,000- 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコ箱報告 
・誕生記念内祝   阿佐部君（9 月で 61 歳になります。

今後共宜しくお願い致し

ます。） 

藤井君 
西田君(ありがとうございます。) 

山口君 
・結婚記念内祝   森木君、長井君 
・入会記念内祝   馬渕君 
・創業記念内祝   藤井君 

古川君（先日、京都にあの羊羹の虎

屋のカフェに行ってきまし

た。抹茶のかき氷めちゃく

ちゃ美味しかったです。み

なさんも一度行ってみて下

さい。） 
長山君（いつもありがとうございま

す。） 

・ご家族のお慶び  井前君（下の娘のダンナが准教授に

昇進して、阪急に出向にな

りました。多分給料も増え

るだろうと思います。） 

・卓話をお聞きいただきましてありがとうございます。 
羽根田君 

・記念月おめでとうございます。       石田君 
・卓話を聞いて頂きありがとうございます。  長井君 
・傷病見舞金をいただきまして、有難うございました。 

山口君 
 

             本日の合計   ￥   70,000-  
    7/1 よりの累計   ￥  503,000-  
 

 

 

2020-2021 年 度 例 会 プ ロ グ ラ ム 
     

月 日 内  容 例会後の行事 備  考 

9

月 

9 
ガバナー補佐訪問 

私の履歴書（赤羽君）/卓話（香西君） 

クラブアッセンブリー 
（於：ホテルアベストグランデ高槻） 

9/13(日)親睦 BBQ 

16 卓話（浦中君）   秋の RYLA セミナー（9/19～21）中止 

23 ガバナー公式訪問     

30 定款による休会   ＊社会奉仕委員会 

10

月 

7 記念月御祝/卓話（飯田君・松下君） 定例理事会 地域社会の経済発展月間/米山月間 

14 卓話（山口君）     

21 卓話（西本君）     

28 卓話（古川君・岩﨑君）   ＊職業奉仕委員会 

 


